
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

　農地の多くは自作と地区内外の農業者への集約で維持してきたが、地区内農業者の多くが７０歳を超え、管理
する農地を増やすことが難しくなってきており、担い手の育成・集約が必要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　自作地の受け手は原則各自で用意するが、いがふるさとアグリ株式会社と協定を結び、受け手を見つけられず
にリタイア・経営転換する農家の農地は全ていがふるさとアグリ株式会社へ集約する。

平成25年9月27日

黒田地区人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

9.0 ｈａ

0 ｈａ

（備考）

37.5 ｈａ

32.2 ｈａ

8.0 ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 15.0 ｈａ

直近の更新年月日

令和3年3月26日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

黒田地区

市町村名

名張市
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４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

今後の農地の引受けの意向
現状

（令和２年作付け状況）
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　農業に関する取組を効率よく実施する仕組みづくり
　黒田区の下部組織として、農業関係事業全般に関する活動組織として環境保全会を位置づけるとともに、名張
市土地改良区工区委員、上下農家実行組合長が環境保全会役員を構成することで、活動を効率的に実施できる
仕組み（A）を構築している。

　農業に関する意見や相談に応じる体制づくり
　個々の意見や相談は、区長、組長他各種団体役員などに寄せられている状況であるため、上記（A）の仕組みを
活用することで、意見や相談の的確な把握と対応に努める。

　農業用施設等の管理方針
　黒田区、環境保全会、土地改良区が話し合い適切な役割分担をして管理を行う。

　高齢化や集約化に伴う実施困難作業への対応
　高齢化や農地の集約化により、対応が困難となってくる作業については、有償パートタイムで作業を請け負う半
ボランティアメンバーを確保し、補完できる体制を整える。（草刈り隊）
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